
成年後見制度は認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が
不十分な方の不安を解消し、権利と財産を守る制度です。
成年後見制度の内容や手続き方法等についてわかりやすく学びましょう。

市民向け成年後見制度研修会

令和5年2月22日（水） 14：00～15：30日時

新庄市内在住の方（年齢問わず）対象

最上広域交流センター ゆめりあ 2階会議室場所

内容

定員

申込み

講座：『成年後見制度について
～正しい知識を身に付けよう～』

講師：新庄ひまわり基金法律事務所
弁護士 浅沼 敬 氏

30人程度

2月20日（月）まで、電話またはFAXでお申込みください。

参加費 無料

新庄市地域包括支援センター
（新庄市社会福祉協議会内）
住所：新庄市五日町字宮内240-2
電話：0233-28-0330
FAX：0233-28-0331

新庄市社会福祉協議会の
ホームページには福祉に関す
る様々な情報が掲載されてい
ます。

申込み・問合せ



 

受講申込書    申込日 令和 5 年 月 日 

 

申込み方法・備考 

１本受講申込書に必要事項を記入し、FAX で申込む。 

２直接電話で申込む。 

３申込みは先着順としますが、会場や人数調整の都合によりご連絡する場合が  

あります。 

 

新型コロナウイル

ス感染症予防に関

するお願い。 

1.息苦しさや倦怠感、発熱（37.0℃以上）の方は、当日の受講はお控えください。 

2.受付時に、体温測定を行いますので、ご協力をお願いします。 

3.必ずマスクを着用しての受講をお願いします。 

4.会場の出入りの際は、手指消毒にご協力ください。 

 

 

申 込 者 

氏 名  

住 所 〒   -   

連絡先 ℡              ※日中連絡のとれる番号を記入して下さい 

質 問 

※成年後見制度について

質問がありましたらご記

入ください。 

 

 

※申込みに記載された個人情報については、本研修以外での目的に利用することはありません。 

※新型コロナウィルス感染症予防対策の観点から、本研修を中止する場合があります。その場合 

 申込みされた方には、別途電話連絡でお知らせします。 

 

 

 

申込み FAX 番号 0233-28-0331 
 


